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．資料1季  

第4回、第5回ヒト胚委員会 委員の御意見の整理  

1．第4回委員会  

（委員の御意見）  

①（町野）結局生殖補助医療の研究の目的で胚を作る、受傭胚を作るということ亜ど  
のよう肺＼う問題を議論すれば足りるでしょう。（p・32）  

②（笹月）生殖補助医療をどこまでやるのか。遺伝子治療で言えば、ベクターの安全  
性あるいはベクターを作るというプロセスだけをやるのか。それとも人に与えるとこ  
ろまでやるのか。もしこのガイドラインでそこをやらないとすると、遺伝子治療で言  
えば、ベクターを一生懸命作ったが少しも先へ進めない、  やはり人に戻すところの  

ガイドラインが私は必要になるのではないかと思います。人に戻すところはやりま  

せんと言えばそれで結構ですが、では人に戻すところは誰がどうやって決めてそ  

の安全性を担保するのか、あるいは保障するのか、もう一つガイドラインをつくる  

のかということになるだろうと思います。（p．32）  

③（町野）この委員会でやはり決められる問題であろうという観点から申しますと、⊆   
の報告書自体の考え榊産させる目   

的でJまなくて、研究自体でヒト受精胚を作ることは許されるということから姶蒙って   
吐墨わけです。そうすると最初に議論すべきなのは、生殖補助医療研究の目的で   
と書いてあるのですから、竺殖補助医療研究がどこまでかということをまず議論す   
るのが先決なのです。（p．34）  

④（吉村）その場合の着床と着床率を上げるための研究、  つまり着床のメカニズムと、  

着床率を上げるための研究咽りここの委員令のミッションだと  

思うのです。ですから、こういった研究をどうして、どういう条件下でできるかという  

め ていくのは第一のミッションだと思うめです。（p．35）  ことを決   

⑤（吉村）これは生殖補助医療研究のためのヒト受精胚の件成を許したということが   

非常に大きな問題です。これは研究ですから、胎内へ戻きないという∈とを前提に   
しているとすると、瑚てもどんな卵子を使ってもいいですよ」、「生   
殖補助医療の研究であったら使ってもいいですよ」ということを言っているわけで   

す。（中略）それは胎内へ戻さない岬こすれば全然問題なし、のでは  
ないかなと思います（p．35）。   

⑥（吉村）ここに大体書いてある研究をやる場合、どの卿   
めるのがこめミッションであり、着床に関しては胚を戻せないという現実があるわ  
けですから、これは夫婦間でしかできないというような限定をつけるなど、そういっ  

たことが必要になってくるのではないかと思います。（p．36）   



⑦（小澤）ですから実際に生殖細胞を取ると言うところは、ある程度共通になるでしょ   
うが、それを母体に戻す研究ともっと基礎的な戻さない研究ですと、だいぶ圭た蓮   

途嘩逢ような気がしま   

す。本当にこの研究をひとくくりにできるのかどうか。（p．37）→（笹月）小津委員が   

おっしやったように、胎内に戻すことはまた別のメンバーが必要かもしれない   

⑧（町野）最低限やらなければいけないことがあり、それで実は十分では生邑迦と塁   

うのは、やはり未受精卵の入手の問題です。これが一つのポイントですからこれ   

はやらなければいけない。もう一つは、先程言いましたように生殖補助医療の研   

究の目的で受埠胚を作るのなら、生殖補助医療というのは何だという問題です。   

（p．3了）  

⑨（位田）文部科学省・厚生労働省にガイドラインを作れとこの報告書で言われてい   

るのは、ヒ問   

問題があるのかということです。それに関しての指針を作りなさいという話でありま   

すので、現題はどこまでが生殖補助医療研究と考えるのかということになります。   

（p．38）   

⑩（位田）胎内に戻すかどうかということに？いて、胎内に戻すことも研究として考量   
られる場合がありうるとすると、恐らくそれはガイドラインの対象にならざるを得な  

実際よくわかりませんが、例えば着床過程への研究とか着床率を  いと思います。   

上げるための研究というのは、胎内に戻さないと実際には研究にならないと思い  
ますので、それは胎内に戻すが、それを生殖補助医療研究であるとここで考える  
のであれば、それはガイドラインの対象になるということだろうと思います。（p．38）  

⑪（石原）葬ほどから出ている胚を戻す、戻さないといぅところで切ってしまって、胚を   
戻すことはもう「切考えないとし御、ら考えると限   

定的になってしまうので、そういう一律の切り方だけはやめておいた方がよいので   
はないかというのが私の考えです。（p．39）  

2．第5回委員  

（1）配偶子の取扱いについて   

（委員の御意見）  

①（笹月）今回の卿精子も対象として考え冬とい  
う御意見でよろしいですか。極端なことを言えば、これはもう対象としませんという  
極端な考えもあるかと思いますが、まず対象として検討をしますと、あるいは規制  
対象という前提で議論しましょうということでよろしゆうございますか。（p．20）  
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②（笹月）出口としては生殖補助医療ということですので、その配偶子を手にするとい   
う意味からいいますと、精巣とか卵巣とか、組織横断もやはり当然加わ？てくるん   
だと私は思います（p．21）  

③（町野）受精胚作成を伴うもの、ここのところの規制が倒畢なのです。つま   
り、 

則です。そういう時に、じやあ、研究目的でつくることをある範囲で認めましょうかと  

いうことで認めたのが、内閣府の方の総合科学技術会議の意見書です。では、ど  

の範囲で認めるかというと、生殖補助医療研究の目的であると。従いまして、真ん  

中のところで、「生命の萌芽である胚の滅失」というところがありますが、ここに焦  

点を絞った議論であるということです。したがいまして、それ以外の規制をかけるべ  

きか、考えるべきかどうかというのは、もちろん議論すべき問題ではありますけれ  

ども、まずこちらの方からやっていかなきゃいけないと。（p．24）  

（2）胚の胎内への移植を伴うものl羊？いて   

（委員の御意見）  

①（町野）生殖補助医療研究を目的とするのですから、受精胚を着床させるというこ  
とは、個体を発生させるわけです。これはそ卿ということをまず確  
認してもらいたい（p．24）  

②（町野）着床させた後の問題については、これは生殖医療一般の問題でございま  
す。こちらについて、現在、指針があるかとか、いろんな議論がありますけれども、  

その問題を別として、現在の状態はいいのかどうかという議論はこちらですべきだ  

ろうとは患いますけれども、最初からそっちの方に行くという議論にはならないだろ  

うと思います。（p．24） 

③（星）配偶者同士のものをそういう医療に用いtいる時に、新しい技術を導入重量   
ということに規制をかけるかどうかということは、確かに医療を少し遅らせる方動こ   
なる可能性は十分あるんじやないかというふうに危惧はしておりますけれども。   
（p．27）   

④（小澤）こういう生殖補助医療研究というふうに言っていますので、やはりここまで   
胚移植のところまで入れないと、脚てしまうと   

星皇んです。ですから、大括りの、かなりいろんなケースに対応できるようなガイド   

ラインを作成しておけば、この胎内に戻すところまで含めていいような気はするん   
ですけれども、いずれにせよともかく胎内に戻すところをきちんと検討しておかない   
と、IRBだけで本当に各施設・機関が独自ゐ判断で進めてしまっていいのかどうか   

というのは、非常に懸念はされると思うんですけれども。（p．27）  
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⑤（安達）受精胚の件成・利用という、そこの研究は、夫婦間での配偶子で行ってい   
い研究七いうふうに考えないで．非夫婦間での提供者その卵子と碍子を使って受   

精卵をつくる研究がどこまで許されるのかというふうに考えられた方が、よりすっき   

り理解できるのではないかと思うんですけれども。（p．29）   

⑥（加藤）つまり、子宮l御   
許容できるという、そういう場合を考えるということですね。（p．29）  

⑦（秦）私もやっばり受精胚の形成というものと胎内へ胚移殖を伴うという間には、か   
なり深いというか高いステップがあると思うんですね。（中略）胎内へ胚移殖を伴う   

も岬   

くるという形であるわけで、やはりこ御   

議論した方がすっきりするんではないかというふうに私は思います。（p．31）   

⑧（木下）私は泰先生のご意見に同意いたします。出来た胚を体内へ返すということ   

は生命の萌芽の胚の滅失ではなく、生命を育む行為です。後に胚移植の前での   

胚研究に関しては先ほどから議論がありましたように研究の指針、ガイドラインは   
極めて大事だと思います。しかし、胚移植を含めた臨床的なことに関しては、現実  
的な対応がよし  ＼と思います。（p．31）  

⑨（笹月）最初からこれが生殖補助医療研究のガイドラインであるとすれば、その手   

前で引いてしまうのは、本当に生殖補助医療研究にもなっていないんじやないかと   

いう気がするものですから（中略）まず最初の2段階のところを配偶子単独とそれ   

から胚の作成を伴うもの、そこまでをきっちり決めて、それがきっちり決まった段階   

でむしろもう一回眺めてみるぐういのことでもいいのか、あるいは議時の経過で繰   

り返しこういうことを議論しながら考えていけばいいのかなというふうに思って、今   

もうそこはやりませんと決めてしまわない方がいいんじやないかという私の感じな   

んです（p．32）   

⑩（後藤）やはり、胚形成の段階までの検討で、最初のガイドラインは胚形成までの   

段階で良いのではないかと考えます。（p．32）  

⑪（笹月）時に触れてこの件に関しては議論して、今日の段階で何番で行きましょうと   
いうようなことは結論は出さないでということでいかがでしようか。（p．33）  
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ガイドラインの範囲についての整理  

（1）鳩約鮎＝胚弛もの（初めか  
ら移植を前提としていないもの）  

とする。  →甜酬璧猶怨翰範                                        ⊥                        」  

』＝胚嘘もの（移植を前提に  （2）書芸叩優  

行うが、有効性や安全性を議論の上、結果的に移植をし  
ない場合もある。）  

鮪とする 。   
→－－．二ニテ・∴＿．・∴∴二  



資料3－1＿  検討のためのたたき台（Ⅰ．総論的事項）  

1．何を規定することとするか。  
（1）研究実施に当たって研究機聞及び研究者が遵守す  

べき事項  
（2）研究実施のための手続き   

2．国の関与のあり方について、どのように考えるか。  
（1）研究実施のための手続きに、国が何らかの形で関  

わることとするか。関わる場合、どのような関与の  
あり方が適当か。  

○国が審査を実施  
○審査機関を別に設置  
○厚生労働大臣等が「意見を述べる」（最終判断  

は機関に委ねる）   

（2）または、研究実施のための手続きに、国が関わら  
ないこととするか。  

（参考）指針等における国の関与のあり方の例（別添  
参照）   

国は、生殖補助医療研究のためにヒト受精胚の作成・  
利用を計画している研究がガイドラインの定める基準に  

適合するかを審査するための適切な枠組みを整備する。  
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別添  

（4月7日委員会：資料6）  

医学研究・ライフサイエンス研究に関する指針の概要  

○機関内における審査に加え、国の審査を要するもの  

名称   所管省庁   趣旨   内容   

ヒト巨S細胞  文部科学省  人の生命の萌芽であるヒト胚を滅失し  ① 倫理審査委員会による審査、樹   

の樹立及び使  て樹立される等の倫理的問題を有して  いると卜胚の要件（凍結余剰胚、イ   

用に関する指  おり、その取扱いに当たっては慎重な配  －ムド・コンセントの取得等）、研   

針  慮が必要であるヒトES細胞の樹立及  機関の要件 等   

（H13．9）  び使用を行う研究において、人の尊厳を  ② 実施桂関の長が研究計画書（樹  

侵すことのないよう生命倫理の観点か  又は使用計画）を文部科学大臣に拐  

ら遵守すべき事項を定め、研究の適正な  科学技術・学術審議会生命倫理・安  

実施の確保を図る。   の意見に基づき指針への適合性に  

確認を受ける。   

遺伝子治療臨  文部科学省  遺伝子治療臨床研究に使用される遺伝  ① 垂査委員会の設置、個人情報保   

床研究に閲す  厚生労働省  子やベクター等の有効性、安全性、品質  ンフォームド・コンセント等の徹底   

る指針  及び生体への痩与方法の安全性の確保  ② 実施施設の長が実施計画書を厚   

（H14．3）  等を図る。   大臣に提出して意見を求め、特に新  

あるものについては、厚生科学審議  

見を聴いて、意見を述べる。   

○機関内における審査のみ要するもの  

所管省庁   趣旨   内容   

ヒトゲノム・  文部科学省  ヒトゲノム・遺伝子解析研究において  倫理審査委員会による審査、個人■   

遺伝子解析研  厚生労働省  は、特に慎重な対応が求められるヒト遺  インフォームニド・コンセント等α   

究に関する倫  経済産業省  伝情報等を取扱うことを踏まえ、研究者  伝カウンセリングの実施 等   

理指針  等が遵守すべき事項を定め、研究の適正   

（H13．3）  な推進を図る。   

疫学研究に関  文部科学省  疫学研究においては、多数の研究対象者  倫理審査委員会による審査、個人一   

する倫理指針  厚生労働省  の心身状態や周囲の環境、生活習慣等に  インフォームド・コンセント等の   

（H14．6）  ついての具体的な情報を取り扱うこと を踏まえ 

、研究者等が遵守すべき事項を  

定め、研究の適正な推進を図る。   

臨床研究に関  厚生労働省  人を対象とする医学系研究全般につい  倫理審査委員会による審査、個人1   

する倫理指針  て、個人の尊厳、人権の尊重等の観点か  インフォームド・コンセント等の  
（H15．7）  ら、臨床研究に携わる関係者が遵守すべ  

き事項を定め、研究の適正な推進を図  

る。   

ー2－   



その他の例  

O「ヒトに関するクロ…ン技術等の規制に関する法律」（平成12年法律第14   

6号）  

人クローン胚等のヒトの要素を含む9種類の胚を特定胚として規定  

人クローン胚等4種類の特定胚の胎内への移植を禁止  

特定胚を取り扱う場合には、国に届け出るとともに、特定胚の取扱いに問  

する指針の華守義務を規定   

届出後60日の実施制限を規定  

特定胚の取扱いが指針に適合しない場合、国は計画変更、中止、改善措置  

等を命令   

届出せずに特定胚を取り扱った場合、国の命令に違反した場合等に丞塾長  

規定  

※「特定胚の取扱いに関する指針」（平成13年文部科学省告示第173号）   

法律で胎内への移植を禁止した4種類以外の特定胚についても胎内へ  

の移植を禁止   

作成できる特定胚を動物性集合胚に限定   

特定胚の取扱いの要件及び手続き等を規定（インフォームド・コンセ  

ントの取得、届出前に機関内倫理審査委員会の意見を聴く等）  

0「ヒト精子・卵子・受精卵を取り扱う研究に関する見解」（日本産科婦人科学   

会会告）   

ヒト精子■卵子・受精卵を取り扱う研究を行う場合、学会への登録報告義  

務を規定   

ES細胞樹立のためにヒト受精卵の提供を行う場合、学会への登録報告義  

務を規定   

倫理委員会（登録t調査小委員会）で登録申請を審査  
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検討のためのたたき台（Ⅱ－1．ヒト受精胚の作成・利用における研究の目的について）  

（1）認められる研究の範囲   
①本指針の対象とする生殖補助医療研究の定義につい  

て  

・どのような定義が考えられるか。例えば、「作成・   
利用した胚を胎内に戻さないことを前提として行わ   
れる生殖補助医療技術の向上に資する研究」とする   
ことはどうか。この場合、「生殖補助医療技術の向上   
に資する」とは具体的にどのようなものか。  

②生殖補助医療技術の向上に資する研究の範囲につい  
て   

－研究の範囲について具体的に示す必要があるのか。  

－具体的に示すとする場合、例えば厚生労働科学特別   
研究事業「ヒト胚の研究体制に関する研究」（平成1   
7年3月）で言及されている  
○受精メカニズムに関する研究  

○胚発生・胚発育に関する研究  
○着床のメカニズムに関する研究  

○遺伝子異常発生機序解明に関する研究  
○胚の保存に関する研究   

とした形ではどうか。例えば別紙に示す例はどうか。   

・ヒトの発生に関する基礎的な研究は、すべて生殖補   
助医療技術の向上に資すると考えてよいか。（例えば、   
生物学的な発生の比較を行うような研究はどうか）  

（略）・‥そのようなヒト受精胚の取扱いによらなけ  
れば得られない生命科学や医学の恩恵及びこれへの期待  
が十分な科学的合理性に基づいたものであること、人に  

直接関わる場合には、人への安全性に十分な配慮がなさ  
れること、及びそのような恩恵及びこれへの期待が社会  
的に妥当なものであること、という3つの条件を全て満  
たす必要があると考えられる。（p．6）   

生殖補助医療研究は、これまで体外受精の成功率の向  
上等、生殖補助医療技術の向上に貢献しており、今後と  
も、生殖補助医療技術の維持や生殖補助医療の安全性確  
保に必要と考えられる。こうした研究成果に今後も期待  
することには、十分科学的に合理性があるとともに、社  
会的にも妥当性がある。このため、生殖補助医療研究の  
ためのヒト受精胚の作成・利用は容認し得る。（p．7）  

1．研究の許容範囲   

精子一卵子・受精卵は生殖医学発展のための基礎的研  
究ならびに不妊症の診断治療の進歩に貢献する目的のた   
めの研究に限って取り扱うことができる。   

なお、受精卵はヒト胚性幹細胞（ES細胞）の樹立の   
ためにも提供できる。  

③生殖 牌 

■
 

一
 ▲

■
い
 

おいて検査目的で胚を作成する場合  
力の検査目的で第三者間で胚を作成  例

る
る
 
 

（
す
す
 
 

も、このガイドラインの対象と  

① 受精メカニズムに関する研究  
② 胚発生に関する研究  
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画  

ヒト受精卵・未受精卵・精子研究の例  

ヒト受精卵・未受精卵一精子を用いた、生殖補助医療に資すると考えられる研究の例を  

下に示す。  

（1）受精メカニズムに関する研究  

●受精研究  

－ ヒト精子との接着および融合に関する研究   

・卵子活牲化に関する研究  

精子の卵子活性化因子（ねctorX）の解明  

ヒト精子抽出物の卵内への導入  

薬剤処理による卵子活性化  

・クロマチンに関する研究  

・核膜の再構成に関する研究  

・ミトコンドリアの棲能に関する研究  

（2）胚発生・胚発育に関する研究  

●人工子宮の作成に関する研究   

・子宮由来細胞と受精卵の共培養による検証  

●既存の生殖補助医療（ART）技術の胚発育に対する影響に関する研究   

・ART胚（IVF又はICSIによって形成された胚）のgenomjcimprintingの異常  

発生機序   

・ART胚の割球フラグメンテーション、Apoptosisの機序の解明  

●発生研究   

・加齢未受精卵および着床前期胚における遺伝子発現プロファイリング   

・生殖細胞の減数分裂を開始する制御機構   

・胚発生時期に特異的な胚ゲノム活性化の解析と発生停止機構の解明   

・内細胞塊と栄養外胚葉への分化メカニズムータイミング  

・RNAworldに関する研究  

・細胞増殖の制御に関する研究  

●加齢卵研究  

・細胞質解析  

一 三トコンドリアのエネルギー（ATP）産生能に関する研究  
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・Apoptosisに関する研究  

・“加齢卵用培養液’’の開発  

●体外での胚発生・発育技術に関する研究  

■ 順次培養液の開発と培養系の品質管理   

・胚形態（胚の質）と胚発生の評価法の確立  

（3）着床のメカニズムに関する研究  

・受精胚と子宮内膜細胞の共培養  

（4）遺伝子異常発生機序解明に関する研究  

●発生研究   

・内分泌撹乱物質、環境変異原物質と初期胚発育に関する研究   

・環境ストレスに関する研究  

（5）配偶子・胚の保存に関する研究  

●未受精卵凍結保存技術に関する開発研究  

●卵巣保存に関する開発研究   

・卵巣組織（発育途上卵胞卵子）の凍結保存技術の確立  

一 卵巣から得られた卵胞内卵母細胞単離  
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検討のためのたたき台（Ⅱ－2．ヒト受精胚の作成・利用における禁止事項について）  

て
 
 

＼
 
 

し
 
 

つ
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＼
 
 

し
 
 

取
 
 

（1）作成・利用した胚の  
1）胎内への移植  
（D作成・利用した   

ついては行わなし  

）
 
 

物
 
0
 
 

動
舟
 
 
 

■
 
し
 
 

人
よ
 
 

（
て
 
 

内
し
 
ム
ロ
と
 
 

月
 
＼
 
 

への移植に  
①ヒト胚は胎内に戻さず、取扱いは原始線条形成前に限   

る。（p，16）  
②本報告書の基本的考え方に基づいたヒト受精胚の取扱   

いのための具体的な遵守事項として・‥（略）・‥研   
究に用いたヒト受精胚を臨床に用いないこと・‥（略）  
・‥を定める必要がある。（p．17）  

幻
①
 
 

間
 
嘲
 
 

し
 
 

扱
 
 

取
 
 
胚の取扱い期間については、受精後14日以内と  
し、14日以内であっても原始線条が形成された  
場合には利用しないとすることでよいか。  

②作成■利用した胚については凍結を認めることと   
するのか、または、認めないこととするのか。   

（卦認めることとする場合、凍結する目的をあらかじ   

め限定する必要があるのか。ある場合、どのよう   
な目的に限定すべきか。   

④胚を凍結する場合には、その凍結期間については   
胚の取扱い期間に算入しないこととしてよいか。  

①作成した胚の培養期間は原始線条が出現する前の時期   

までとし、受精後14日以内と考えるのが妥当と考えられ   
る。（p．5）  

②受精後2週間以内を研究許容時期と考えたい。（1P．19）  

第6条 ヒト声S細胞の樹立の用に供されるヒト胚は、  
次に掲げる要件に適合するものとする。  
一 生殖補助医療に用いる目的で作成されたヒト受精月杢   
であって、当該目的に用いる予定がないもののうち、   
提供者による当該ヒト受精胚を滅失させることについ   
ての意思が確認されているものであること。   

ニ ヒトES細胞の樹立の用に供されることについて、   
適切なインフォームド・コンセントを受けたものであ   

ること。  
三 凍結保存されているものであること。  
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四 受精後十四日以内のものであること。ただし、凍結  
保存されている期間は、当該期間に算入しない。  

2．精子・卵子一受精卵の取り扱いに関する条件   
精子一卵子及び受精卵は、提供者の承諾を得たうえ、  

また、提供者のプライバシーを守って研究に使用するこ  
とができる。  

1）非配偶者間における受精現象に関する研究は、その  
目的を説明し、十分な理解を得たうえで、これを行う。  

2）受精卵は2週間以内に限って、これを研究に用いるこ  
とができる。  

3）上記期間内の発生段階にある受精卵は凍結保存する   
ことができる。  

（2）加えてはならない操作  

・胚への遺伝子操作については「遺伝子治療臨床研究   

に関する指針」で「人の生殖細胞又は胚の遺伝子改   

変をもたらすおそれのある遺伝子治療臨床研究は、   
行ってはならない。」とされており、生殖補助医療に   
おいて行われることが想定されない。そのため、研   

究においても作成・利用する胚への遺伝子操作は行   

ってはならないものとしてよいか。   

・医療としては行われないと考えられる胚への紫外線   
やX線等の照射等遺伝子改変のおそれのある物理的   
な操作や化学的な操作については、行わないものと   
してよいか。  

結果として遺伝子改変が起こりうる研究を行ってはいけ  
ない。（p．19）  

第1条 特定胚の作成は、次に掲げる要件に適合する場   
合に限り、行うことができるものとする。  

1 動物の胚又は細胞のみを用いた研究そのほかの特定   
胚を用いない研究によっては得ることができない科学   

的知見が得られること。  
2 特定胚を作成しようとする者（以下「作成者」とい   

う。）が当該特定胚を取り扱う研究を行うに足りる技   
術的能力を有すること。  
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前条の規定にかかわらず、特定胚のうち作成す  
ができる胚の種類は、当分の間、動物性集合胚  
その作成の目的はヒトに移植することが可能な   

（参考）他の指針で禁止されている操作  

・以下の胚の作成（特定胚指針）   

・ヒト性集合胚   

・ヒト胚分割胚   

・ヒト胚核移植胚   

・ヒト集合胚  

・ヒト胚にヒトES細胞を導入すること（ES指針）  

ヒトの細胞に由来する臓器の作成に関する研究に限る   

ものとする。  
2 作成者は、動物性集合胚の作成にヒト受精胚又はヒ   

トの未受精卵を用いではならないものとする。  

3）この他に追加すべき事項はないか。  

第27条 ヒトES細胞を取り扱う者は、次に掲げる行   
為を行ってはならないものとする。  
－  ヒトES細胞を使用して作成した胚の人又は動物  

の胎内への移植その他の方法によりヒトES細胞か  
ら個体を生成すること。  

ヒト胚へヒトES細胞を導入すること。  
ヒトの胎児へヒトES細胞を導入すること。  
ヒトES細胞から生殖細胞を作成すること。   

二
三
四
 
 

人の生殖細胞又は胚（－の細胞又は細胞群であって、  
そのまま人又は動物の胎内において発生の過程を経るこ  

とにより－の個体に成長する可能性のあるもののうち、  
胎盤の形成を開始する前のものをいう。以下同じ。）の遺  
伝的改変を目的とした遺伝子治療臨床研究及び人の生殖  

細胞又は胚の遺伝的改変をもたらすおそれのある遺伝子  

治療臨床研究は、行ってはならない。  
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資料3－4  検討のためのたたき台（Ⅱ－3．ヒト受精胚の作成・利用のための配偶子・ヒト受精月杢の入手方  
法について）   

（1）胚  

1）生殖補助医療で利用されなかった受精胚で廃棄が  
決定されたものについては、適切なインフォームド   
・コンセントを実施した上で提供を受けることとし  
てよいか。（ES指針と同様）  

第6条 ヒトES細胞の樹立の用に供されるヒト月引ま、   
次に掲げる要件に適合するものとする。   
一 生殖補助医療に用いる目的で作成されたヒト受精  

胚であって、当該目的に用いる予定がないもののう  

ち、提供する者による当該ヒト受精胚を滅失させる  
ことについての医師が確認されているものであるこ  

と。   
ニ ヒトES細胞の樹立の用に供されることについて、  

適切なインフォームド・コンセントを受けたもので  

あること。   
三 凍結保存されているものであること。   
四 受精後十四日以内のものであること。ただし、凍  

結保存されている期間は、当該期間に算入しない。  
2 提供医療機関によるヒト受精胚の樹立機関への提供   
は、ヒトES細胞の樹立に必貢不可欠な数に限るものと   
する。  

3 樹立期間は、提供されたと卜受精胚を遅滞なくヒト   
ES細胞の樹立の用に供するものとする。  

（2）胚の作成l  子
 
 

る
 
 

用
 
 

－
】
 
 

1）生殖補助医療からの提供  
①生殖補助医療において利用されなかった未受精卵   

又は非受精卵   

②卵子保存目的で凍結保存されていた未受精卵のう   
ち不要となったもの  

これらについては、適切なインフォームド・コン   
セントを実施した上で提供を受けることとしてよい   

か。   

③生殖補助医療目的で採取された未受精卵の一部利   
用についてはどのように考えるか。   

2）手術等で摘出された卵巣又は卵巣切片からの提供  
（D婦人科疾患等の手術により摘出された卵巣又は卵   

巣切片 

②保存目的で摘出■保存されていた卵巣又は卵巣切   
片のうち不要となったもの  

これらについては、適切なインフォームドーコン   

セントを実施した上で提供を受けることとしてよい   

か。  

①生殖補助医療のための体外受精はヒ  ト受精胚を損なう  
取扱いであるものの、母体の負担に配慮してこのような  
方法で生殖補助医療を行うことには、十分な科学的合  
性と社会的妥当性も認められるため、  

記し得る。（p．8）  

容
 
 

生
 
 

発
 
 

の
 
 

杢
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川
 
乗
 
 

余
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②いわゆるボランティアからの未受精卵の採取について   
は、自発的な提供を望む気持ちは尊いものとして尊重す   
るとしても、一方で、関係者等である女性に未受精卵の   
提供が過大に期待される環境が形成され、本当の意味で   
の自由意志からの提供とならない場合も考えられるた   
め、原則、認めるべきではない。（p．9）  

3）原則認めるべきでないとされる生殖補助医療研究  
における無償ボランティアの取扱い（後ほど議論）   

（3）胚の作成に用いる精子  
1）生殖補助医療からの提供   
①生殖補助医療において利用されなかった精子  

②精子保存目的で凍結保存されていた精子のうち不  
要となったもの  

これらについては、適切なインフォームド・コン  

セントを実施した上で提供を受けることとしてよい  

か。  

③生殖補助医療目的で採取された精子の一部利用に  
ついてはどのように考えるか。  

2）手術等で摘出された精巣又は精巣切片からの提  
供   

（D泌尿器疾患等の手術により摘出された精巣又は精  
巣切片  

②保存目的で摘出・保存されていた精巣又は精巣切  
片のうち不要となったもの  

これらについては、適切なインフォームド・コン  
セントを実施した上で提供を受けることとしてよい  

か。  

3）外来検査受診の後、不要となったものからの提供  

これらについては、適切なインフォームド・コン  
セントを実施した上で提供を受けることとしてよい  

か。  

L 
手術等により摘出された卵巣や卵  
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技術の進歩状況にもよるが卵  
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利用等も可能な場合があり得ると考えられる。（p．9）   

④個々の研究において必要最小限の範囲に制限し、みだ   
りに未受精卵を採取することを防止しなければならな   

い。（p．9）   

⑤未受精卵の入手制限及び無償提供（p．17）   

⑥ヒト受精胚や未受精卵の提供の際の適切なインフォー   

ムドコンセントの実施（p．17）   

⑦ヒト受精胚や未受精卵等の提供者の個人情報の保護（p．  
17）  

①新たに胚を作成できる精子を得られる可能性があるso   
urceとして、下記のものが考えられる。いずれの場合も   
インフォームドコンセントが十分に行われなければなら   

ない。（p．18）   

ア）無償ボランティアの男性からの射出精子や凍結保  
存精子  

イ）配偶子間人工授精や体外受精（含む顕徴授精）を  
受けた男性からの余剰精子、あるいは凍結精子。ま  
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た、精巣精子回収法を実施した男性からの余剰精巣  
精子、あるいは精巣組織  

り）妊卒性保存目的で治療の前に凍結して不要になっ  
た場合や、精巣腫癌などで精巣摘出手術を受けた場  
合での無償ボランティアからの提供精巣組織  

エ）精巣性女性化症候群での摘出精巣（性腺は高度に  
萎縮しておりsourGeとして不適切と思われる）   

②新たに胚を作成できる卵子を得られる可能性があるsou   
rceとして、下記のものが考えられる。いずれの場合も   
インフォームドコンセントが十分に行われなければなら  

4）無償ボランティアからの提供  

これらについては、適切なインフォームド・コン   
セントを実施した上で提供を受けることとしてよい   

か。  

ない。（p．19）  

ア）体外受精（含む顕徴授精）を受けた女  性
 
 

に
と
 

卵
剰
卵
 
 

の
で
 
 、   

よって得られた卵子（未熟卵子、成熟卵子   
なった卵子、授精が不成立と判断された非受  

凍結された未受精卵、成熟卵、非受精卵）  

イ）卵巣疾患などに  は
引
 
 
 
田
 
 

牌
 
 

熟
 
 

卵  よ
 
 
J
柑
 
 

ほ
 
 

ら得られた卵子  

ウ）中絶胎児の卵子（すべて未熟卵子）  
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